
 
 

非常災害時等の対応について 

気象警報 「大雨警報」、「暴風警報」、「大雪警報」、「暴風雪警報」、「特別警報（大雨・暴風・大雪・暴風雪が

対象）」が柏原市に一つでも発令されている時は下表のとおりとします。 

※通り雨などですぐに警報が解除されると予想される時は、下校を見合わせ、放課後児童会にて

一時待機する場合があります。また、警報が発令されていない場合でも、気象状況によっては、

同様の対応とする場合があります。 

警報発令時点 学校の授業がある日 学校休業日（土曜日・夏休み等） 

7:00（堅上は6:30）時点 通会見合わせ 放課後児童会は休会 

10:00時点 放課後児童会は休会（10:00 まで

に登校となった場合は開会） 
 

10:00～13:15時点 学校が下校となった場合は 

放課後児童会は休会（学校対応） 
 

放課後児童会の開会中 放課後児童会からメッセージ配信や電話などで保護者へお迎えの依頼 

➔全ての児童を引き渡し後に閉会 
 

浸水害・ 

土砂災害 

小学校の所在地域に「警戒レベル４以上」の避難情報が発令されている時は、上記「気象警報」で

の対応に準じます。 

 ※小学校の所在地域に「警戒レベル３」の避難情報が発令されている時でも、気象状況によって

は、同様の対応とする場合があります。 

地震 震度５弱以上の強い地震が発生した場合は休会となり、保護者へ児童を引き渡すなど小学校の措置

基準に準じた扱いとします。 

※地震発生時はインターネット・電話回線が混み合い、放課後児童会から保護者への連絡ができ

ない可能性があるため、放課後児童会の開会中に震度５弱以上の強い地震が発生した場合は、

放課後児童会からの連絡がなくても、できる限り速やかにお迎えに来てください。 

地震発生時点 学校の授業がある日・学校休業日（土曜日・夏休み等） 

放課後児童会の開会前 放課後児童会は休会 

（学校の授業がある日は学校対応） 

放課後児童会の開会中 校庭など安全な場所に避難し、保護者へ児童を引き渡し 

➔全ての児童を引き渡し後に閉会 
 

感染症等 感染拡大防止のため、感染症にかかった児童は小学校の出席停止期間中は通会できません。 

また、学級閉鎖中の学級の児童は通会できません（学級閉鎖対象外のきょうだいは通会可能）。 

※放課後児童会の在室中に児童が発熱（おおむね 37.5 度以上）した場合や発熱がなくても体調

が悪い場合は、放課後児童会から保護者に連絡いたしますので、お迎えに来ていただくことが

あります。 

 


